
公 益 財 団 法 人 九 州 生 産 性 本 部 
役員等報酬規程 

 

 

制定 平成２３年１０月１９日 

施行 平成２４年 ４月 １日 

 

 

（目 的） 
第１条 本規程は定款第３０条の規程にもとづき、常勤役員等の報酬の支給について定める。 
 
（報酬の区分） 
第２条 役員の報酬は、俸給及び賞与とする。 
 
（俸給の額） 
第３条 役員の俸給額は月額とし、評議員会で定める俸給表（別表１）の範囲内で、役員の

職務、経験、年齢、能力その他を考慮して、会長が理事会の決議を経て決定する。 
 
（俸給の支給） 
第４条 役員の俸給は、月額を毎月２０日に支給する。但し、当日が休日（職員就業規則第

１３条に規定する休日）にあたるときは、休日でない直近の日に繰り上げる。 
２．月の途中で就任或いは退任した役員の俸給は、月額を日割り計算して支給する。 
 
（賞 与） 
第５条 賞与は職員給与規則第１９条に規定する額とする。 
 
（報酬からの控除） 
第６条 税金・社会保険料等の控除及び本人から申し出のあった立替金・積立金等は、報酬

から控除し残額を本人へ支給する。 
 
（退職慰労金） 
第７条 役員の退職慰労金は、別に定めた規定により支給する。 
 
（費 用） 
第８条 役員等がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった

日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うもの

とする。 
２．常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は職員給与

規則第１８条に準ずる。 
 
（顧問・参与の常勤） 
第９条 常勤役員が顧問・参与に就任し常勤する場合は、評議員会で定める俸給表（別表２）

に従い、会長が理事会の決議を経たうえで俸給を支払う。 
２．俸給は月額とし、俸給額は現行月額の４割を上回らないものとする。 
３．賞与及び退職慰労金は支給しない。その他の事項については本規程を援用することができ

る。 
 
（改定） 
第１０条 本規程の全部または一部を改定するときは、評議員会の決議を得ることを必要と

する。 
 
（施行日） 
第１１条 本規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公

益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１８

年法律５０号。）第１０６条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 



 

（別表１） 

号 俸 俸 給 額 

１ ７００，０００円  

２ ７２０，０００円  

３ ７４０，０００円  

４ ７６０，０００円  

５ ７８０，０００円  

６ ８００，０００円  

７ ８２０，０００円  

８ ８４０，０００円  

９ ８６０，０００円  

１０ ８８０，０００円  

１１ ９００，０００円  

１２ ９２０，０００円  

１３ ９４０，０００円  

１４ ９６０，０００円  

１５ ９８０，０００円  

 

 

（別表２） 

号 俸 俸 給 額 

１ ２００，０００円  

２ ２２０，０００円  

３ ２４０，０００円  

４ ２６０，０００円  

５ ２８０，０００円  

６ ３００，０００円  

７ ３２０，０００円  

８ ３４０，０００円  

９ ３６０，０００円  

１０ ３８０，０００円  
 
 


